
情報システムセキュリティ対策

原子力規制委員会規則
（例）実用炉規則第91条第2項の下記各号で、防護措置の実施を求めている。

●具体的な規制要求と防護措置の例

（１）情報システムに対する外部からのアクセス遮断（第18号）

（２）情報システムセキュリティ計画の作成（第19号）

・原子炉の操作に係る情報シス
テムと外部との通信回線を遮
断する。

・情報システムに対する妨害破
壊行為等の防止対策や事案発
生時に迅速かつ確実に復旧す
る対応等を定めた計画を作成
する。
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